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日本司法支援センター東松島出張所飛嶋主幹

○ 法テラス東松島出張所の飛嶋でございます。よろしくお願いいたします。

東松島出張所は，被災者支援のための臨時出張所です。平成２３年１０月の南三陸，

同年１２月の山元に続いて，平成２４年の２月に開所した，法テラス３番目の臨時出張

所で，今年で３年目に入っております。

被災者支援活動の内容について，特に４点について，別添資料に従って説明します。

１つ目は，震災特例法施行前後の相談受付業務です。出張所の開業が平成２４年２月

で，特例法施行が同年４月でしたので，その間の２か月間ほどは，資力要件確認のため

に 「家族構成はどうですか。月収はどの程度ですか。預貯金はどの程度ですか 」と， 。

確認したわけです。非常に辛い作業でした。４月に特例法が施行され，職員としても精

神的に楽というか，辛い作業から解放されました。それまでの２か月間は，こちらとし

ても接遇には非常に気をつかいました。特例法は災害救助法適用地域にそのまま適用さ

れましたので，その地域に居住していたかどうかを確認すればよく，利用者の負担も減

る，職員の負担も減るということで，非常によい取組だったと思います。

２つ目の臨時出張所の特徴，については５点ほど書いております。

， 。 ， ，１点目として 相談業務についてです 出張所では 弁護士等による法律相談のほか

７分野の専門家相談を実施しています。これは消費者庁の専門家派遣事業スキームを利

用したもので，事業主体は東松島市になっています。また，今年４月からは，内閣府の

専門家派遣事業のスキームを利用して女性の悩みごと相談を始めました。被災地では特

に女性が苦労している状況がございます。

２点目ですが，私どもの相談は出張所事務所での相談が主になっていますが，仮設住

宅への巡回相談も実施しています。仮設住宅については東松島市内に大小合わせて３０

以上，大きなところは３００世帯のところもあります。これら仮設住宅の集会所をお借

りして，そこにアウトリーチして相談会を行っています。ひと月に３回以上の相談会を

行っており，平成２６年３月までに４６回，２６３件という実績がございます。仮設住

， ， 。宅にお住まいの方だけでなく 近隣の方 隣接市町村の方らも相談にいらっしゃいます

これからも仮設住宅での相談は継続して行ってまいりたいと思います。

３点目は相談車両のことです。相談を受けたいが交通が不便である，高齢者でどうし

ても来れない方については，相談車両の中で相談，ご自宅にお邪魔してそちらで相談，

あるいは場所を移して公民館での相談といった形で相談を承っています。相談者の方は

精神的に負担がありますので 「法テラス」という表示には抵抗がある方もいます。そ，

の時には相談車両に貼ってあるステッカーを外してうかがうようにしています。

４点目はワンストップサービスです。相談に来られる方は，相談の内容は１つではあ

りません。相続の関係で相談に来られる方は，そのあとに税金のことも相談したいとい

う方がいて，時間をずらして税理士さんと相談してもらう。建築の関係では，履行期を

過ぎて，契約どおりになっていないという相談があって，建築士の方に工事過程などに

ついてまずアドバイスしてもらってから弁護士相談をする。そのような時間差で利用し

てもらっています。今問題になっているのは，法律相談以外に一般生活や福祉面でのケ

アの面があります。物忘れがひどいとか，お酒飲みすぎて困るとか，その際には社会福
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祉士の方に相談をしていただいて交通整理をしてもらってから，後日弁護士相談につな

ぐというようなことをしています。

５点目は休日法律相談です。被災者の方は，平日は仕事に追われていてどうしても相

談できないという方がいます。平成２４年２月に開業して以来 「休日に相談できない，

か 」という声があり，仙台弁護士会のご協力の下に，６月から月に土曜日１回，日曜。

日１回の休日相談を始めました。これは１日に７枠しかできませんが，ほとんど１００

％枠が埋まっている状況です。

大きな取組の３つ目は，法テラスの認知度向上のための取組です。被災地出張所の相

談件数の増減については広報の取組に連動すると感じています。地道な取組としては，

仮設住宅での相談会の２週間前にチラシをポスティングしています。ただポスティング

するだけではなくて，声掛けをしています。こういうことで，眠っている相談の掘り起

こしが可能になる状況を作っています。

出張所における広報の取組の工夫として，１点目は，民生委員や児童相談員など支援

者に案内をしていることがあげられます。行政区長会にも案内します。前回掲示板に業

務チラシの掲示をラミネート加工したものを張っていただいたのですが，今年度から女

性相談が始まりましたので，区長さんに改めて貼り替えをお願いしました。皆さん協力

的で１区画で３枚下さいとか，そのような嬉しい声を聞いています。民生委員，児童委

員については１９か所で説明してご理解をいただいています。

２点目は行政への周知です，毎年 低一回広報紙への掲載をお願いしています。東松

島市さんには毎月掲載していただいています。ハローワーク，警察，裁判所などにも休

日相談のチラシを持って行ってご協力をお願いしています。

３点目は地元メディアを利用した周知です。非常に効果的だと思います。石巻かほく

やＦＭラジオがございます。想定問答集の範囲内での情報提供になりますが，仮設住宅

の皆さんは相当聞いているようです。週末の相談会の場所など，皆さん注目して聞いて

います。

大きな取組みの４つ目の利用者の声ですが 「利用料金が無料で助かる 」という声， 。

をお聞きします 「精神的に軽くなった 「アドバイスいただいたとおりに解決でき。 。」，

てよかった 「わざわざ出張所までお越しいただいて 」とお礼を言われる方，後で。」， 。

電話でお礼を言われる方もいらっしゃいます 「また何かあったら相談したい 「法。 。」，

テラス号でわざわざ来ていただいてありがたい 」という声もあります。その一方で，。

「事務所の開所をもっと早くしてほしかった 「１件３回という縛りをなくしてほし。」，

い 」という不満を述べる方もいらっしゃいます。 近は出張所の存続期間が３年とい。

うことを確認される方もいます 「来年の３月までですよ 」と申し上げますと 「まだ。 。 ，

落ち着かないのに。相談したいことがいっぱいあるのに 」という声が出てきました。。

● 同一相談３回についての利用者の声があるということですが，３回で解決しない方の

割合，複数案件相談される方の割合を教えていただけますか。

○ ほとんど無料の範囲で収まる，その範囲内で解決すると思っています。同じ人が複数

回利用ということはほとんどないと考えていいと思います。東松島出張所は３年目に入

ってますが，そういう事態はあまり記憶にありません。

● 震災に関する相談というのは，法的な情報が提供されることで充たされるものが少な
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くなく，そのため代理援助に進まないとの認識があるのですが，この点，主幹のご認識

はいかがでしょうか。

○ 相談の中には訴訟に進むような案件ではなく，法的な情報をお伝えすることで満足が

得られるような場合もあると思います。一例ですが，二重ローン関係のご相談について

私的整理ガイドラインをご紹介することで納得が得られるような場合もあります。

● 平成２４年２月に出張所ができてから同年４月に特例法が施行されるまでの間，資力

要件があったために相談をあきらめた方がどの程度いたか教えていただきたいと思いま

す。

○ 資力要件を充たさなかった方については，当時，実施していた弁護士会の無料法律相

談にまわすことが多かったと思います。当出張所は仙台弁護士会東松島相談センターを

兼ねていますので，１回だけは無料で弁護士会の相談は受けられます。その間の統計に

ついては，仙台弁護士会の相談表をご覧いただければ把握できると思います。



    法テラス東松島からの報告     （ 26.4.25 飛嶋） 

 

東日本大震災の被災者支援のための当出張所は、東日本大震災の翌年で

ある２４年２月に開設され、３年目に入っている。 

当出張所の被災者支援活動として、特に次の点を述べたい。 

１ 被災地出張所の震災特例法施行前後の相談受付業務 

  当出張所では、開所時期と震災特例法（被災者であれば資力を問わず

法律相談サービスを提供可）の施行時期の関係から２か月ほどの間、法

律相談の受付に当たっては、民事法律扶助の扱いとなるため、収入や預

貯金といった資力要件を確認する必要があった。 

  この資力要件の確認については、大多数の利用者から、両親が亡くな

った、子供が亡くなった、この非常時にどうしてこんな確認するのかな

どの反発を招くものであった。私たち職員は、被災者の心情等に配慮し

た対応を心掛けましたが、制度上の限界から資力要件を外すことはでき

ず、大変なつらかった。 

  しかし、２４年４月からは、震災特例法が施行された結果、法律相談

の利用条件確認は、災害救助法適用地域にお住まいだったかの確認のみ

となり、利用者には負担感がなく安心してご利用いただけるようになり、

私たち職員の苦労も減り、迅速な被災者支援が可能となった。 

２ 相談業務への取組～臨時出張所の特徴点から 

(1) ７分野の専門家による無料相談及び女性の悩みごと相談の実施 

当出張所では、開所以来、７分野の専門家（司法書士、税理士、

建築士、土地家屋調査士、行政書士（隔週）、社会保険労務士、社

会福祉士）による面談での情報提供を無料で実施している。また、

本年４月からは、女性専門員による女性の悩みごと相談も実施する

ようになった。 

これらの７分野の専門家の相談及び女性の悩みごと相談は、被災

地出張所ならではのサービス体制となっている。 

(2) 仮設住宅集会所などでの巡回法律相談の実施 

仮設住宅集会所での法律相談は、これまで主に、中規模以上の仮

設住宅を対象に、その集会所を無償で借りて、月３回以上実施して

きた（平成２６年３月末現在で４６回２６３件）。この相談会は、仮

設住宅住民のほか近隣住民や隣接市町村の住民にもご利用いただい
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ている。今後も被災者のニーズに対応するため、継続して実施して

いく。 

(3) 相談車両による出張相談の実施 

当出張所の主な利用者は、５市１１町１村と広範囲である。 

例えば、相談を受けたいが、車がなく交通不便な所にお住まいの

方や、高齢で外出が難しい等の理由により当出張所を訪れることが

できない方々に対しては、車の中で相談できる設備の車両を活用し、

弁護士などが出張して、車内で、又は自宅に伺って無料の相談を実

施している（平成２６年３月末現在で４２件）。 

この点は、前記の巡回法律相談と同様にアウトリーチ活動であり、

こうしたアウトリーチ活動は被災地における支援として非常に有益

な手法である。 

なお、車両には、法テラスのステッカーを貼っているが、磁石式

で取り外しができるものとなっている。利用者の中には、法テラス

利用をご近所の人に知られたくないという秘匿の希望があるため、

そのようなときは磁石式のステッカーを現地到着までに外して訪問

している。  

(4) ワンストップサービスの実践 

当出張所では、同じ日の機会に、弁護士の法律相談に他の専門家

への相談も、あるいは各専門家相互の相談も行うワンストップサー

ビスに心掛けている。 

被災者の中には、法律相談以外にメンタルケア（物忘れが気にな

る、体調が優れない、眠れない、アルコールの量が増えた）が必要

と思われる方が多くなっているところ、高齢者や精神状態が不安定

で聴き取り等に時間を要する方も少なくないため、社会福祉士が相

談の整理したうえで、弁護士相談に社会福祉士が同席し、社会福祉

士から援助してもらうケースもある。 

(5) 休日法律相談の実施  

当出張所の業務は、月曜から金曜の平日であるが、被災者ご本人

や家族の方から、震災により二重ローンなどの法的問題を抱えなが

ら平日の仕事に追われ、相談に来所できないといった声も寄せられ

たことがあった。そこで、当出張所では、法律相談については、毎

月、原則として第２土曜日と第４日曜日、各１回、休日にも法律相
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談を実施している。 

３ 法テラス認知度向上等への取組  

法テラス認知度、震災特例法等によるサービスをより多くの方に知っ

てもらうための取組を行っている。出張所の相談ニーズ件数の増減は、

このような広報の取り組み状況と密接に関連すると実感している。例え

ば、巡回法律相談実施予定の仮設住宅の入居者には、当該住宅の管理組

織の了解のもと、当出張所職員が自ら、声掛けしてチラシを配布してい

る。この相談の掘り起こしが相談件数に反映されていると言っても過言

ではない。 

 (1) 支援者（民生委員児童委員・行政区長等）への業務案内・説明 

各市町村別の地区の民生委員児童委員に対しては、定例会を通 

   じて、これまでに１９か所で業務説明を実施した。また、東松島市

の行政区長約１２０人及び石巻市の仮設住宅の代表者約３０人に対

しても定例会等を通じて業務説明や町内掲示板へのチラシ掲示依頼

（ラミネート加工したもの）などを実施している。 

 (2) 隣接自治体窓口等への周知及び連携 

当出張所の業務案内は、１７市町村から、毎年最低１回、広報誌へ

の掲載のご協力を、また、窓口には、業務案内チラシの備付をいただ

いている。また、毎月、原則２回の休日法律相談については、実施前

月末、職員が出向き、翌月の休日法律相談会チラシを市町村や裁判所

等の関係機関の窓口に備え付けてもらうよう依頼をしている。 

 (3)  地元メディアなどを利用した周知 

当所の業務案内は、地元新聞の石巻かほくの利用、ＦＭラジオ石巻

の放送利用, 石巻市広報チラシ用回覧板の利用、河北新報「生活ダイ

ヤル」コーナーの利用をしている。また、石巻日日新聞に掲載依頼す

ることもある。各市民センターなどの行事への参加,企業訪問も実施

している。  

４ 利用者の声 

利用者からは、利用料金は無料で助かる。相談して精神的に軽くなっ

た。弁護士相談の数日後、アドバイスいただいたとおりに解決できて良

かった。紛争解決を弁護士に依頼する気になった。また法的トラブル等

があったら出張所へ予約電話したい。遠い・不便な所に「法テラス号」

で相談に来てもらい、ありがたい等の声がある。一方で、開所を早くし
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て欲しかった。同一案件３回までの利用制限をなくして欲しい。と不満

を述べる利用者もいる。また、出張所の設置期限を尋ね利用者もおり、

期限を伝えると、えっ、まだまだ落ち着かないのにねなどと、存続を望

む利用者がいる。 

以上  
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東松島市移転対策部内海部長

○ 市役所移転対策部の内海です。よろしくお願いします。

移転対策部は，平成２４年１月に開設し，支援金の申請や支給のほか，集団移転先８

か所に団地を作る予定だったので，その用地買収にとりかかりました。平成２４年のう

ちに用地買収は全て終わり，現在，宅地造成工事を行っています。今年６月には集団移

転先７地区のうち５地区は宅地造成が終わって引き渡し可能となり，家が建てられるよ

うになります。

また，現在，被災者が住んでいた土地の買い上げをやっています。今後，土地の買い

上げに関して，先祖数代前の登記がそのままにされていたり，遺産分割が未了のものな

どが課題として残っています。移転元地のうち６０パーセントは買いあげが終わってい

ますが，買いやすいところから買っているため，残りの４０パーセントは買いにくい場

所になります。これからは課題の多い土地が残っており，今後そういう土地を買うにあ

たり法律専門家に相談にのってもらえれば被災地の人も助かると思います。

業務の関係で，法テラスにご協力いただいていることとして，被災者の土地買い上げ

に関することがあります。対象となる土地に抵当権が設定されている場合，これを市が

， 。 ，買い上げることができないので それを取り外す必要があります その入り口について

市では，法テラスに行くように案内しており，その上で私的整理ガイドラインのルート

に乗せ，金融機関との相談を行って，抵当権を外すといった作業行程を踏んでいます。

このほか，直接，業務に関するものではないが，自治体は，住民から法的問題が持ち

込まれることがある。しかし，自治体の業務に関連しない，例えば離婚問題などの相談

， ，をされても対応することができないので そのような場合に法テラスを案内することで

住民対応から解放されるのはありがたいです。

復旧・復興は道半ばです。現在１７００世帯が応急仮設住宅に住んでおり，みなし仮

設，すなわちアパートを借りている人が１０００世帯，合計２７００世帯が仮設に入っ

ています。復興交付金についても，２７年度までの５年間で終了することとされていま

すが，集団移転先（高台移転）も造成中であり，最終的な引渡しが平成２９年１月まで

かかる見込みであることもあって，現在，平成３０年ころまでの復興交付金の延長措置

を求めているところです。

石巻，女川は被害が大きかった地域であり，ここ（東松島）に法テラスをもってきて

もらったことに感謝申し上げるが，復旧・復興が完了するまで，現在の相談体制を維持

していただくことを希望します。

● 集団移転先の用地買い上げは２４年に終了したとのことだが，東松島市の場合は相続

登記未了の土地などの問題はなかったのですか。１０００名近くの方が亡くなったとの

ことだったが，その人たちが登記名義人となっている土地もなかったのですか。

○ 何れも，皆無に近かったので，スムーズに買い上げができました。

● 集団移転先の土地について，移転した被災者が所有権を取得することから，その価値

も勘案し，金融機関は抵当権を外すことについての承諾書を出すという理解でよろしい

でしょうか。

○ 東松島市の場合，集団移転地は３０年間無償で貸し出すとのスキームをとっているの



- 2 -

で，被災者が所有権を取得するものではない。

● 震災特例法が平成２７年３月に失効するが，このことについて地元ではどうとらえら

れているのか聞かせてください。

○ 未だ仮設住宅で窮状にある被災者が多数います。これまで被災者ならだれでも法律相

談を受けられていたのに，一定の収入がある人は法テラスで相談を受けられなくなると

いうのは，困る部分があるので，自治体としては無料でやってほしいという思いがあり

ます。集団移転・個別移転できた人は自活できるが，資力がないその他の理由で集団移

転等どうしていいか分からない人たちが残ると思うので，そういう人たちのためにも法

テラスにもう少しお願いしたいという思いがあります。

● 東松島仮設１７００，みなし仮設１０００世帯について，地理的な分布内訳と，みな

しに対しての支援はどういう形でやっているかを聞かせてください。

○ 県内に９割いるが県外にも１割います。みなし仮設に入っている人の声はなかなか聞

こえてこないので，広報と手紙を送って意向調査をしていますが，返事が返ってこない

人が５０～６０件あります。再建方法が分からないという人もいます。
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東松島市佐藤法務専門監

○ 法テラスから東松島市に出向派遣されている法務専門監の佐藤です。よろしくお

願いします。私の経歴，職務内容については，別添の資料のとおりですので割愛さ

せていただきます。

業務の中で感じていることをお話させていただきます。平成２５年４月１日から

赴任して，一番悩ましいのは，住民の法的問題は自治体に集まる傾向があり，私の

ような立場の者はその相談に対応することもできるのに，一方で公務員としての公

正・公平を重んじる必要があり，一定の制約の中で対応せざるを得ないことです。

。 ， ，具体例をあげます 住民が消費者トラブルに陥り 消費者センター窓口に相談し

相談員が相談を受けるといったことがありました。ここで弁護士名の書面を業者に

出せれば有効だと思われました。しかし，一方的に住民の立場に立ち，私の名前で

書面を出すことは公平・公正の観点から問題があるとの判断からそのような対応が

できませんでした。そのような場合，法律専門家の関与が必要であり，その窓口と

して法テラス東松島の役割は大きいし，実際に事件に対応する地元の法律専門家の

役割が大きいと感じています。

震災特例法の延長について，私の立場から意見申し上げます。私は，特例法のメ

リットについて，専門家に繋ぎやすいスキームであることがあげられると考えてい

ます。自治体に集まった住民の法的問題を市だけで解決するのは無理で，専門家に

繋ぐ必要がありますが，その援助にかかる制度がシンプルなものだと住民が安心し

てそちらのスキームに移行してくれます。自治体の方から，住民に 「それは民事，

の紛争だから弁護士に相談に行ったらどうか などと勧めることになりますが 資。」 ，「

力要件があるので，援助が受けられるかどうか行ってみないとわからない 」など。

というとちゅうちょして行くのをやめる人も出てきます。また，ほぼ全ての案件に

ついて 「どれだけ金がかかるのか 」という話になるのですが 「資力のありなし， 。 ，

によって異なる 」などというと，やはり予測がつかないということでちゅうちょ。

して行くのをやめる人も出てきます。その点，資力要件がないと，つなぎやすくち

ゅうちょする人も減ると思います。このような観点から私は特例法を続けてほしい

と思っています。

これから特例法を利用して法律相談を受ける市民ニーズはどういうところにある●

。 ， ，と考えていますか 震災後３年経ち すでに通常の生活を営めている方についても

被災地域に住んでいるとの一事で特例法の恩恵を受けることができるわけだが，今

後，特例法の射程範囲や延長に必要な期間等について考えはありますか。

○ 延長の期間を一義的に申し上げるのは難しいが，去年の４月に着任した際には，

， 。登記や相続の問題は落ち着いてきているとの感覚でいたが 実際は全く違いました

今でもこれらの問題は継続的に発生しており，少なくとも，私の任期中に法的問題

がなくなるような状況ではないと思っています。また，消費者トラブルや住民トラ

ブル，家族関係，福祉の関係で受ける問題も多く発生しており，問題の質は変わっ

てきているが量的は変わらない状況が続いています。
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● 消費者トラブル，離婚トラブルは全国どこでもあると思うのですが，被災につい

てこれを特例法で対処する必要があるのはどうしてと考えていますか。

○ 復興・復旧に関する支援金を巡るトラブルが多くなっています。振り込め詐欺に

ついても，復興に関する金を狙ったものもあり，被災者が落ち着くまでは無料相談

は必要であり，その点で他の地域との違いがあると思っています。

● 集団移転の関係で，抵当権を外すなどの登記問題等が続くと思う根拠について教

えてください。

○ 私は，現在，個々の市職員から相談を受ける立場にありますが，不動産や相続関

係の担当者からの相談は途切れることがありません。住民からの土地の買上げを主

として行っている用地対策課について確認すると，平成２５年４月から８月まで２

２件の相談がありました。今はもっと多くなっております。

日々の生活に追われていた被災者が，生活が落ち着いてきて，初めて相続や抵当

権抹消の相談が出てくるものであり，ニーズはこれからという感覚です。時の経過

によって内容と質は変わってくるし，まだまだ相談は出てくると思っています。こ

のような観点からも特例法の継続が必要と思われます。



東松島市特定任期付職員（弁護士）としての職務概況 
 

平成２６年５月７日 
総務部総務課法務専門監 佐藤 隆信 

 
１ 経歴 
  平成２１年１１月 司法修習生（修習地：千葉） 
  平成２２年１２月 弁護士登録 
  平成２３年 １月 日本司法支援センター福島地方事務所 
  平成２４年 ３月 日本司法支援センター佐渡地域事務所 
  平成２５年 ４月 東松島市（特定任期付職員。任期２年。） 
 
２ 現在の主な職務内容 
 ⑴ 職員の業務執行上における法律的解釈等への助言 
    平成２５年度の相談件数：６２４件 
    総務課，行政経営課，福祉課，生活再建支援課からの相談案件が多い。 
 ⑵ 訴訟・不服申立てへの対応 
    期日・打合せへの同席。 
    法令・事実関係調査。 
 ⑶ その他（例規整備等への助言，研修講義の実施等） 
    個人情報保護条例の改正。 
    債権管理，法令遵守に関する研修講義の実施。 
 
３ 業務の中で感じていること 
 ⑴ 情報提供の限界と地元の法専門家の役割 
    公務員における公平・公正の確保の要請に伴う限界。 
    個別の問題については，地元の法専門家の関与が不可欠。 
    いくつかの具体例。 
 ⑵ 被災者支援制度のありかたについて 
    震災からの期間経過に伴うニーズの変化 
    震災特例法によるメリットを感じる場面 
 
４ その他 
 

以 上 

資料 ２ 

120204
タイプライターテキスト
■

120204
タイプライターテキスト
■

120204
タイプライターテキスト
■
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矢本運動公園野球場応急仮設住宅 小野自治会長

○ 私は，ご紹介の自治会長としての立場，被災者としての立場，７か所の集団移転地の

。 。まちづくり協議会会長としての立場を持っています この３つの立場からご説明します

まず，自治会長としての立場からお話します。震災後仮設住宅に入り自治会長を引き

受けました。自治会長として住民を守るために，東松島市に支援すべき住民がどこにい

るかなどの情報の提供を求めたのですが，個人情報にあたるので渡せないといわれまし

た。大震災後，余震もありました。再び津波警報が出たときに，どのように住民を守る

のか行政から全く示されませんでした。毎年６月に避難訓練を実施して，自治体にその

報告書をあげていますが，歩けない人がどこにいるのかも，そのような人が避難できて

， ，いるのかも把握できないのに 報告書を上げただけで避難訓練が成功したと言えるのか

こういう問題が自治会長としての悩みの一つです。

次に，被災者としての立場からお話しします。実は，私も自宅に関する法的問題を抱

えています。私は，５年余り前に自宅を建てました。土地は私の名義で銀行からの借り

入れで抵当権がついています。建物は銀行から息子の名義で借り入れを起こし，息子の

名義で建てました。津波被害により自宅は損壊しました。地震保険がおりたときに取扱

銀行は自分のところの債権を先に回収したいのでその分は先に払ってくださいと言わ

れ，言われるままにそれを払ったのですが，地震保険が半額しか出なかったため，今で

も借金が残っています。これが今問題になっています。

法テラスの法律相談を受けて，その弁護士から私的整理をやったらどうかとアドバイ

スを受けたことから，今は弁護士にお願いして手続きを進めています。ただ，その際，

私的整理ガイドラインの弁護士から，地震保険を銀行に払ったのは間違いだったなどと

言われました。しかし，地震保険がおり，これを銀行に払う旨言われたときには，法テ

ラス東松島も被災者であれば無料で法律相談を受けられる制度（震災特例法）もなく，

弁護士に相談することができませんでした。私は，今，自己破産するかどうかの瀬戸際

にいるのですが，こういう状況になる前にもっと早く法テラスでできていて，弁護士に

法律相談ができていればと思っています。

また，私の叔父と叔母が震災で亡くなったのですが，息子の一人はアメリカで住所不

明であったことから，その財産（預金通帳）について私が不在者管理人になる必要があ

りました。これも非常に難しい手続でしたが，こういう非常事態にも平時の法律どおり

やることを求められ，疑問に思いました。

次に，まちづくり協議会会長としての立場からお話します。私は，７か所の中で一番

大きいところの会長をしています。これから家を建てる人のうち，前の家に抵当権がつ

いている方が相当いると聞いていますが，それも個人情報なので正確なところは私には

分かりません。集団移転先の造成工事が完成するのが平成２８年であり，それから家を

立てることから平成２９年でないと完成しないのに，国の震災交付金は平成２７年で終

わりとされており，国は被災者に寄り添った制度作りをしているのか疑問に思います。

まちづくり協議会事務局はＮＰＯが担っていますが，事務局に対する国からの補助・助

成金は従前の半分から３分の１くらいに減っています。そういう中で，これから２年も

かかる造成工事の期間を乗り切っていかなければならず，これからがむしろ大変です。
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造成工事が終わり，移転が完了し，５８０世帯が全部そろったときが本当の復興の始ま

りであり，そこから４～５年かかってコミュニティができて初めて完成になると思うの

ですが，復興庁はそこまでどうして面倒みてくれないのかと思います。

● 法テラスがすぐできてくれればという話でしたが，いつできていれば間に合ったとお

考えですか。

○ 地震保険がおり，銀行に支払いをしたのが震災の６か月後ころでした。震災後３か月

は国の方から対処方法が何も示されず，その後，銀行から示された期限まで考える時間

は３か月くらいしかありませんでした。その３か月の間に法テラスに相談できていれば

よかったと思います。

● 仮設の中で法的問題か抱えている人は法テラスに行っていますか。

， ，「 。」○ 悩んでいる人はいて そのような人に対しては 法テラスに相談に行った方がいい

と，私の方では言っています。そのような話はよくあります。

● 法テラスが知れ渡っていないので，相談に行っていない人がいるということですか。

○ 住民の目があり行きづらいというのがあると思います。

● 法テラスは，個人の相談は受けられるが，まちづくり協議会などの団体の相談は受け

， 。られないことになっていますが 団体でも弁護士に相談したいということがありますか

○ 今までそのようなことはありません。そのようなことにならないよう，行政から適切

なアドバイスをもらいながら進めています。
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仙台弁護士会 阿部弁護士

○ 仙台弁護士会紛争解決センターは，平成１８年に設立しました。簡単に言うと，弁護

士が仲裁人となって民事解決の仲裁を行うセンターです。毎年１００件前後の申立てが

ありますが，これとは別に震災後，震災ＡＤＲを立ち上げました。

震災後の平成２３年３月２２日から震災電話相談を始めました。フリーダイヤルを設

置し，最初は４回線だったのがパンクして６回線，８回線と増やし，日中から夜間へと

時間も増やしました。後に，法テラスの情報提供業務と整理してこれを実施することに

なり，これに関する費用の拠出を受けています。

また，被災地に出向いての面接相談も実施しました。最初は法情報を提供すれば解決

というものが相当数ありました。法情報提供というのは，例えば 「賃貸借は建物が滅，

失すれば契約終了です 」といったものです。しかし，具体的事案としては，賃貸人か。

らすれば滅失したという建物についても，賃借人からはまだ使えるという場合がありま

。 ， ，「 ，す あるいは相隣関係について 例えば ブロック塀が倒れ隣家に損害を与えた場合

不可抗力であれば損害賠償義務なし，過失があれば損害賠償義務あり 」と法情報を提。

， ，供したとしても 損害を及ぼした方と受けた方で不可抗力かどうかの考え方が違うなど

法情報提供では解決しない紛争があります。そのような事案が多発したことから，これ

は弁護士が紛争解決を行うべき機運があるということになり，震災ＡＤＲを立ち上げま

した。

震災ＡＤＲは，平成２３年４月２０日に立ち上げました。すぐに作ったことがよかっ

たと思います。無料で申立てを受け付けつけることとしたのですが，このグラフ【スラ

イド 】からも分かるとおり，立ち上げ当初に圧倒的に相談件数多いことが分かりま15

す。震災が起こり，紛争が起きたところで公平妥当な解決をすることにニーズがあった

ということで，早く作ったメリットがありました。相談数，申立件数は，徐々に減って

いるものの，今に至るまで，なだらかに申立件数がまだあることが分かると思います。

申立て事件累計はこの表のとおりです【スライド 。賃貸借，相隣関係がやはり申16】

立件数として多くなっています 【スライド 】応諾率というのは，申立に対して相手。 17

方が応じてきた割合です。８割は応諾して話し合いのテーブルについており，そのうち

６割は解決しています。約半分は和解解決に導けるということですが，逆に，残る半分

は解決せず，調停や訴訟に移行するわけです。この点で，代理援助の要請はまだまだあ

。 ， 。 【 】ると思います 解決期間については ７７日位となっています 解決金 スライド 21

は，少ない額が多いです。弁護士に委任するほどではないが解決したいというニーズを

拾った結果だろうと思います。

通常のＡＤＲだと当事者のどちらかに代理人が付くことが相対的に多いのですが，震

災ＡＤＲは４分の１超ぐらいとなっています。だからといって弁護士代理人がいらない

ということではありません。少額でも専門家の援助が必要な場合があります。

期日の開催地はほぼ仙台市でした。東松島は２件にとどまっています。地元で紛争解

決するというニーズはあまりなかったのかもしれないなと今は思っています。人に見ら

。 。れるぐらいなら仙台まで行くということかもしれません 時期の問題もあると思います

交通が断絶していた早い時期なら現地でということもあったかもしれません。
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東松島であったケースを紹介します【スライド 。申立人も相手方も津波で亡くな25】

った方の遺族でした。コンビニ従業員死亡について「慰霊のための相当な措置」を求め

るというケースです。訴訟であれば，安全配慮義務違反について法的な構成を要すると

か，慰霊の方法について特定がいるとかいう問題になったかもしれませんが，ＡＤＲで

あるがゆえに，柔軟な解決ができたケースです。申し立てた遺族からするとなぜ自分の

子はみすみす職場で死ななければならなかったのかという気持ちがあり，そのことにつ

いてＡＤＲでお互い考えましょうよということです。看取りをＡＤＲでやったという感

じで，和解が成立しました。

震災ＡＤＲが活用された要因は６つあると思います。１つ目は，簡易・迅速な申立て

の仕組みを作ったことです。申立サポート弁護士制度と呼んでいますが，ＦＡＸなどで

連絡すると電話で弁護士が事情を聴き，申立書を書いてくれます【スライド 。この40】

弁護士は聞き取りのみで仲裁人にはなりません。中立性確保のためです。２つ目は低廉

性です。成立時手数料通常のＡＤＲの半額にしました【スライド 。３つ目は迅速・42】

機動力・現場主義です。専門家が素早く現地に出向いて，判断することにより当事者を

前に進ませることができます。４つ目は弁護士の紛争解決力です。弁護士の民事紛争の

解決の力をフルにいかすことができたと思います。５つ目は少額事件にも対応したこと

です。６つめは相手方も被災者という視点です。双方ともストレスを抱えており，それ

を軽減したい。和解解決は相手方の立場にも配慮しなければなりませんから，互いの立

場を思いやれる状況を作った。それが紛争解決に繫がったと思います。

課題としては，沿岸部からの申立てが少なかったことです。沿岸部の被災が重大なの

で，沢山の申立てが来るのではと思っていましたが，実際は少なかった。なぜかという

ことは分析しきれていません。

震災ＡＤＲは，赤字覚悟で開始しましたが，やはり赤字でした【スライド 。日弁60】

， 。連からの義捐金などで賄いましたが 法テラスからの財政援助があればいいと思います

● 仙台弁護士会は，当初，法テラスを活用しない対応だったと思いますが，それは資力

要件の確認が必要というところが原因だったのでしょうか。東京でも各地に避難所がで

き，弁護士が行きましたが，資力要件の関係で相談カードへの記入が難しいという問題

がありました。自分たちは独自の様式を作るなどして対応しましたが，仙台会ではどの

ように対応しましたか。

○ ＧＷくらいまでは，全国各地から弁護士が応援に来てくれていましたが，その際は，

資力要件ありのカードを記入していたと思います。ただ，運用面では，ざっとしたとこ

ろだけ聞いてメモして資力要件を確認したという記憶です。大規模災害における避難所

などでの法律相談について，資力要件確認は非現実的というのが９９％の弁護士の認識

かと思います。

【スライド 】は，まさに避難所での法律相談の場面ですが，ここからも分かるよう10

に，平成２３年４月，５月は，混乱していた時期で，スーツを着て行くこと自体がトラ

ブルになる，被災者の心情を傷つけるといった状況でした。このような状況で，あなた

なら資力要件を聞けますかということです。このような状況で，向かいに座る人に年収

いくらですかと聞き，要件を充たしていなかったらお断りすることができるか，といっ

たことです。
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● 専門家の仲裁人に依頼する費用はボランティアなのでしょうか。

○ ボランティアではありません。専門家には１回１万円支払いました。赤字の項目の一

つとなっています。日弁連・仙台弁護士会の義捐金でまかないました。成立手数料につ

いては解決金１０万円だと４２００円などとなっていて，当事者折半で実費を貰ってい

ます。それで足りない部分が赤字になっています。

● ＡＤＲの実施主体としては，弁護士会のほか法テラスも考えられますが，それぞれに

ついてメリット・デメリットはどのように考えますか。

○ 私見ですが，ＡＤＲは自由であり，自由だからこそいろいろできると思っています。

実施主体を法テラスにするとそうはいかないのではないかと思います。たとえば，今彼

が元彼に対して彼女の写真の廃棄を請求するという申立てもありますが，それを法テラ

スで扱えるかというと難しいように思います。紛争自体がストレスになるので，その解

決のためなら弁護士は喜んでやりますから，弁護士会や弁護士は紛争の内容で制限する

ことはありません。民事紛争解決のプロとして，なぜこの人はこう考えるのか，なぜそ

んな見方をするのだろう，などアドバイスができると思います。

● 仲裁人となる弁護士は一人でしょうか。

○ ９９％の事件は一人です。難しい事件なら３人まで増やせます。また，仲裁人以外に

仲裁人補助者という制度を作りました。仲裁人の資格は弁護士経験６年以上としていま

すが，弁護士経験５年未満でも補助者にはなれるので，一緒に解決に当たることができ

ます。

● 私も東弁でＡＤＲの仲裁委員を務めていますが，８０％というのはきわめて応諾率が

高いです。これは，相手方の手数料を無料化しているためではないかと思いますが，い

かがでしょうか。

， ， 。○ 相手方手数料について 仙台 福島以外は相手方手数料をとるのが普通だと思います

仙台の制度は応諾時の手数料のみとりますが，これをなくすだけで劇的変化ということ

はないように思います。

● 申立サポート弁護士制度というのは仙台弁護士会のオリジナルなのでしょうか。当事

者にとっては書類を書くこと自体がハードルなので，一つのモデルを作ってくれたのか

なと思います。申立書の作成手数料を援助をするということも考えてよいかもしれませ

ん。

○ オリジナルです。

● 沿岸部の利用が少ないという点については，弁護士にアクセスすること自体のハード

ルがあったかとも思いますが，出張所とか，自治体と震災ＡＤＲをつなぐための工夫が

あればよかったのかとも思いますが，いかがでしょうか。

○ 努力不足もあると思います。この点について，マスコミの方と話したことがあるので

すが 「この辺の人たちは，問題を抱えていること自体を表に出したくないんです 」， 。

と言っていました。京大の山田文教授と話したときには 「災害は紛争も根こそぎ持っ，

ていくのでは 」という話も出ました。いろいろ仮説を立てているところであり，将来。

の課題と考えています。

● 弁護士会ＡＤＲで法テラスの被災地出張所から紹介された案件などの統計はあるでし

ょうか。
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○ 統計はないが，法律相談前置なので，なんらかの相談は必ず受けてからＡＤＲにきて

います。少なからず法テラス経由で来ていると思います。

● ＡＤＲが不調に終わった場合，訴訟に移行する場合があって，代理援助のニーズがあ

るとのお話でしたが，そのようなご経験，ご知見があるのでしょうか。

○ 津波被災で損害賠償を求めたが相手方が応じず訴訟になったというケースや，契約関

係が難しいものなどが訴訟になっています。たとえば，車の修理のため車を業者に預け

ていたが，被災して流されてしまった。修理に出さなければ被災しなかったのに。とい

うケースで，話が付かず，裁判にということもありました。

● 法テラス震災特例法が来年３月に失効しますが，このことについて担い手としての仙

台弁護士会の意見があれば教えてください。また，将来起こりうる災害に対応するため

の法的制度を考える必要あるかという点も検討しています。この点についても，仙台弁

護士会の意見があれば教えてください。

○ 現時点で仙台弁護士会の意見の取りまとめがされているとは承知していません。私見

としては，震災法律相談援助については延長されるべきものと考えます。今後，災害が

起きた時にすぐ発動できる法テラスの特例措置は絶対必要と考えています。

● 特例措置について，具体的にはどういうことが即座にできるといいとお考えですか。

○ 被災地における全ての被災者の法律相談無料化，代理援助の要件を緩やかにする。そ

れが個々に立法するのではなく，政令委任をしておくとか，そういうことはあってもい

いと思います。



 
【スライド１】 

 
 
 
 
【スライド２】 
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【スライド３】 

 
 
仙台弁護士会紛争解決支援センターは、平成１８年４月に開設した。同センターでは民事紛争一般

を取扱い、仙台弁護士会所属の弁護士（弁護士会経験５年超の者で常議員会の承認を得た弁護士が名

簿登載されている。）が仲裁人となり、民事紛争の和解解決に当たっている。平成１８年度（４月〜

３月）から平成２５年度までの、和解あっせん申立件数は、スライドのとおりであり、概ね年間１０

０件前後で推移している。弁護士会ＡＤＲの中でも活発な活動をしていると評価できる申立件数であ

る。 
 
 
  

2 
 



 
【スライド４】 

 
 
仙台弁護士会紛争解決支援センターのパンフレットである。三つ折でありコンパクトなものとして

いる。スライド４は、その外側部分である。 
 和解あっせん申立てにあたり、申立手数料２万円（消費税別）を受領する。相手方が和解あっせん

手続に応諾した場合、相手方からも相手方手数料１万円（消費税別）を受領する。相手方からも手数

料を受領するという制度設計は珍しいが、民事紛争の解決には両当事者の恊働が必要であるし、また

両当事者にとってメリットがあることから相手方手数料制度を導入した。仙台弁護士会紛争解決支援

センターの相手方の応諾率（申立件数のうち相手方が応諾した件数の比率）は、全国の弁護士会ＡＤ

Ｒにおける応諾率と変わらず、相手方手数料の存在が応諾障害とはなっていない。 
 和解解決時には、解決額に応じて成立手数料を受領する。算定された成立手数料を原則として申立

人・相手方で折半して負担するが、この成立手数料の負担割合を合意によって変更することも可能で

ある。 
  

3 
 



 
【スライド５】 

 
 
仙台弁護士会紛争解決支援センターのパンフレットの内側部分である。 

 簡単なＱ＆Ａと手続きの流れが記載されている。手続きの流れをみると、法律相談前置としており、

申立てに先立ち弁護士の法律相談を事前に受けている必要がある。これは和解解決に適さない事件の

申立てを防ぐためのスクリーニングを期待したものである。申立てを受け付けると申立人から事情を

聞く、申立人プレ審理を行う。代理人を選任せずに、本人申立ての場合、申立書記載事項だけでは紛

争の概要・要点を把握することができない場合が多いこと、上記スクリーニングをもう１度行うとい

う意義があることから、設けられた手続きである。申立人プレ審理の結果、事案が和解解決に適さな

いと判断されれば、ＡＤＲ手続を開始しないが、これまで審理不開始としたケースは１件だけであり、

ほとんどのケースは手続きが進められている。 
 審理が開始されれば、相手方に申立書を送付するとともに、ＡＤＲ手続きへの応諾を求める。応諾

した場合、相手方プレ審理を行い、相手方からも個別に事情聴取を行い、以後和解あっせん期日が重

ねられる。 
 その結果、和解が成立すれば和解契約書を作成して手続きを終結させ、和解不成立であればその旨

を告げてＡＤＲ手続きを終結させる。 
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【スライド６】 

 
 
 

【スライド７】 

 
東日本大震災発生から１０日後の平成２３年３月２１日から、仙台弁護士会では電話（フリーダイ

ヤル）による法律相談を始めた。電話回線は、当初４回線だったものが、８回線まで順次増設された。

当初は、午前１０時から午後４時までだった相談時間を、夜間にまで拡大した。 
 また、交通機関の復旧とともに被災地に弁護士が出向き、面接による法律相談も開始した。 
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【スライド８】 

 
仙台弁護士会館４階での研修の様子である。研修を受けているのは弁護士である。 

 災害法制は、非常時の法制であり、弁護士にとっても馴染みが薄いものであった。法律相談を開始

するにあたり、弁護士も災害法制を勉強する必要があり、急遽研修を実施した。４階会議室が満員と

なるほど弁護士が参加した。「被災地支援」のための熱気が充満していた。 
  

6 
 



 
【スライド９】 

 
電話相談を受け付けている状況である。数人の弁護士が交替で相談対応に当たった。 

 
 
【スライド１０】 

 
被災地自治体に出向いて法律相談を行っている状況である。被災地には弁護士も私服で出向いた。

被災者と同一の目線で相談を受けるためには、スーツは不向きであった。 
7 

 



 
【スライド１１】 

 
法律相談は、当初は災害弔慰金・生活再建支援金等の法制度の単純な説明などで解決するような内

容のものが多かったが、時間の経過とともに震災を起因とした民事紛争についての相談が多く寄せら

れるようになった。震災に起因した紛争の解決は話し合いによる解決が望ましいと考えられた。 
 紛争解決支援センターでは、震災に起因した民事紛争解決のための「震災ＡＤＲ」の制度設計等を

始めた。平成２３年３月２１日、斉藤睦男委員長が震災ＡＤＲ立ち上げを検討すべき旨のメールを発

信し、同月２８日、当職が事務局長構想案をまとめた。この構想案の下敷きとなったのが、阪神淡路

大震災後に近畿弁護士会連合会が立ち上げた「罹災都市臨時示談あっせん仲裁センター」であり、同

センターでは、３年間で３８５件の申立てを受け付けるという実績があった。 
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【スライド１２】 

 
震災ＡＤＲは、平成２３年４月２０日の常議員会で承認され、立ち上げられた。これまで実施して

きた一般ＡＤＲの特則を定めるという規則の形式とした。一般ＡＤＲと異なる点を説明すると、申立

手数料・相手方手数料を無料とした。また、成立手数料は約半額とした。被災者の経済的負担をなる

べく低廉化するという配慮による。これに合わせて仲裁人に支払う報酬（仲裁人報酬）も一般ＡＤＲ

の半額とした。また、申立サポート弁護士という制度を導入した。申立サポート弁護士については、

後述する。 
 震災ＡＤＲの運営には、人件費を除いても１年間で２７００万円の赤字が見込まれた。その赤字を

補填するための予算は、平成２３年５月２０日の臨時総会で議決された。震災ＡＤＲは、予算の裏付

けがないままの見切り発車であった。 
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【スライド１３】 

 
 
 
 
【スライド１４】 

 
法律相談件数及び震災ＡＤＲ申立件数の推移である。法律相談は、震災直後が爆発的に多く、以後

急激に減少している。震災ＡＤＲ申立件数は、５月・６月にピークを迎え、以後減少しているが、減

少幅は緩やかである。震災から２年以上経っても月に数件の申立てがある。 
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【スライド１５】 

 
スライド１４の表をグラフ化したものである。 
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【スライド１６】 

 
申立事件の類型としては、賃貸借契約にかかる紛争が圧倒的に多い。これは近畿弁護士会連合会が

設置した「罹災都市臨時示談あっせん仲裁センター」でも同様であった。建物が損壊して危険であり

これ以上貸せないという賃貸人と、まだ住めると主張する賃借人の間の紛争などが典型例である。次

いで多いのが、相隣関係紛争であり、ブロック塀が損壊して隣家の駐車中の車両を損壊したとか、断

水状態から回復した際に水道を開栓したままであったために、上階から下階に水漏れを発生させてし

まったなどの紛争が典型例である。 
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【スライド１７】 

 
震災ＡＤＲの応諾率の累計値である。応諾率は８０％である。１０件の申立てのうち８件は相手方

が和解のテーブルについている。強制力がない制度としては、８０％の応諾率は評価されるべきと考

えている。 
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【スライド１８】 

 
解決事件数と解決率（応諾した事件のうち和解解決に至った割合）の累計値である。解決率は６２％

である。申立事件のうち、約半分（０．８×０．６２）は和解解決していることになる。 
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【スライド１９】 

 
 震災ＡＤＲの解決期間（申立日から和解契約日までの日数）の累計値である。立ち上げ当初は、最

短８日という短期間での解決もあったが、７７日（２．５ヶ月程度）が解決期間の累計値となってい

る。民事訴訟と比較すれば、その迅速さは明らかである。 
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【スライド２０】 

 
 審理期日１回での和解解決も５８件認められるなど、震災ＡＤＲにおいては当事者の互譲の精神が

発揮されたと評価できる。 
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【スライド２１】 

 
解決金額（和解契約を経済的に評価した場合の価額）の５２％は３０万円未満であり、３０万円超

１００万円以下（３１％）と合わせると８３％が１００万円未満の解決金額となっている。訴訟をす

るには躊躇するものの、弁護士による適正な和解あっせんを期待し、震災ＡＤＲが利用されたとみる

ことができる。 
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【スライド２２】 

 
 震災ＡＤＲ手続きに、申立人あるいは相手方の代理人として弁護士が関与することはあるが、一般

ＡＤＲと比較しても代理人選任率が低い。申立サポート弁護士制度の導入により申立てのハードルが

下がり、申立人に代理人が就任するケースが少なかったものと思われる。 
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【スライド２３】 

 
 期日開催場所は、仙台弁護士会館だけに限られない。特に震災ＡＤＲにおいては被災者のもとに出

向いて現地でＡＤＲ手続きを行うべき事案が多くなるのではないかと予想された。確かに、一般ＡＤ

Ｒと比較して、現地開催期日割合は多かったものの、現地などに出向き出張してＡＤＲ手続きを行っ

たのは、申立件数ベースで９％にとどまった。後述するが、津波被害が大きかった沿岸被災地からの

申立てがあまり伸びなかったことも現地でのＡＤＲ手続き実施割合がそれほど多くならなかった要

因である。 
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【スライド２４】 

 
 事案の概要はスライド２５記載のとおりであるが、ポイントとしては経営者及びアルバイト従業員

のいずれも死亡しており、当事者は双方とも遺族であったことである。そのため、アルバイト従業員

の遺族も、金銭の支払いを表立って求めることはなく、亡くなった子を慰霊するための相当な措置等

を求めるという請求内容となっている。 
 
 
【スライド２５】 
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【スライド２６】 

 
 期日回数（日数）、期日開催場所、代理人の有無は、スライド２６のとおりである。 
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【スライド２７】 

 
 本件での話し合いの要点は、①安全配慮義務の有無と②相手方らが慰霊のためにとるべき措置につ

いてであった。ただし、①は法的論点というよりは、事実としてどういうことがあったのか、どうし

て自分の娘は震災によってなくなってしまったのかということの探求が中心であった。②は、娘のこ

とを忘れて欲しくないという思いと裏腹であった。 
 このような申立人のニーズを踏まえつつ、謝罪条項、見舞金１００万円の支払い、慰霊祭及び命日

の供養という内容が合意され、和解成立した。 
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【スライド２８】 

 
 家族の突然の事故死等を体験した遺族は、その親族（本件では娘）の死を受容するための物語（ナ

ラティブ）を作り出し、その物語（ナラティブ）に納得していくという過程を経て、日常の安定を取

り戻す作業を無意識に行うように思われる。震災ＡＤＲでは、その物語（ナラティブ）を作り出し、

納得していく過程のきっかけを提供したものと考えられ、それが和解解決につながったものと思われ

る。 
 
【スライド２９】 
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【スライド３０】 

 
 事案の概要はスライド３０記載のとおりである。ポイントとしては建物が応急危険度判定で「レッ

ド」となったこと、大きな余震が来ると建物が崩壊する恐れがあったが、両当事者の認識は異なって

いたことである。 
 
【スライド３１】 

 
 期日回数等、解決の鍵、解決内容はスライド３１のとおりである。 
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【スライド３２】 

 
 解決のポイントは、危険の切迫性について、専門家である一級建築士が申立直後に現場に駆けつけ、

実際に現場を見た上で判断したことである。そして、専門家であることに加え、そのような専門家の

真摯な態度が当事者に信頼され、危険の切迫性について共通認識を得ることができたことが解決のポ

イントになった。 
 
【スライド３３】 

 
 震災ＡＤＲはヒットしたが、まずはその要因の前半部分、①簡易迅速な申立て、②低廉性、③迅速・

機動力・現場主義について述べていく。 
25 

 



 
【スライド３４】 

 
 
【スライド３５】 
 

 
 震災ＡＤＲでは、簡易・迅速な申立てを可能とするため、申立サポート弁護士制度を導入した。簡

易裁判所の事件では、法制度上は口頭申立可能となっているものの、実際は書面による申立てがほと

んどであるところ、申立サポート弁護士制度においては、弁護士が申立てをサポートし、口頭申立て

を促し、申立障害を下げることを企図した。 
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【スライド３６】 

 
 申立サポート弁護士の実際の執務状況である。１日毎に担当者をＡＤＲ委員会委員の中から配点し

て、執務に当たっていただいた。 
 
 
【スライド３７】 

 
 スライド３８が震災ＡＤＲのチラシであるが、その裏面に申立人及び相手方の住所・氏名・連絡先

を記入して、ＦＡＸまたは郵送で送付していただけば申立完了である。このようなＦＡＸ等も困難で

あるとか、手元にチラシがないという場合は、申立人及び相手方の住所・氏名・連絡先をＡＤＲ事務

局で電話で聞き取り、チラシ裏面に記載するだけで受付終了とした。 
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【スライド３８】 

 
震災ＡＤＲのチラシ兼申込書である。これがＡ４用紙に両面印刷されている。 
 

【スライド３９】 

 
 申立サポートの手順であるが、【スライド３７】で説明した受付までを事務局で行うと、申立サポ

ート弁護士から申立人に直接電話をして、申立ての趣旨や理由等を聴取する。聴取内容は、申立サポ

ート弁護士において書面にまとめて、申立書と一体のものとして記録化される。 
 仲裁人が決定すれば、相手方に対して、申込書と申立サポート弁護士がまとめた書面が相手方に送

付される。 
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【スライド４０】 

 
 申立サポート弁護士がまとめた書面の一例である。これをテンプレート化しておき、作業を省力化

できるようにした。これが申立書と一体のものとして取り扱われる。 
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【スライド４１】 

 
 この書面も申立サポート弁護士が作成したものである。ただし、この書面は仲裁人だけに伝える情

報として、相手方には送付しない。 
 申立人が話す生の情報は、紛争の原因や背景事情を探る上では有益であるが、これをそのまま相手

方に伝えると、相手方の感情を害してしまうなどから解決されるべき紛争も解決できなくなるとか、

解決が長期化してしまう場合もある。そこで、申立人の話を聞き取った申立サポート弁護士は、申立

書と一体となる部分のほかに仲裁人だけに情報を伝えて、仲裁人には背景事情等も含めて理解しても

らう趣旨で、別の書面を作成した。 
 このような切り分けは、仲裁人からも実情を把握しやすいとして好評であった。 
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【スライド４２】 

 
 震災ＡＤＲヒットの要因として低廉性が挙げられる。ただし、この点は既述（申立手数料・相手方

手数料の無料化、成立手数料の半額化）している。 
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【スライド４３】 

 
 震災ＡＤＲヒットの要因として、解決までの迅速さ、機動力、現場主義が挙げられる。【スライド

４３】は、申立てからわずか８日で解決した事案を河北新報が取り上げた際の記事であるが、申立直

後に仲裁人及び建築士が現場に駆けつけ、その現場において事実と向き合い、専門家が判断した。そ

の解決案を当事者双方が受け入れ解決に至ったものであり、機動力・現場主義が発揮された事案であ

った。 
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【スライド４４】 

 
 震災ＡＤＲヒットの要因の後半部分、④弁護士の紛争解決力、⑤少額事件に対応、⑥相手方も被災

者という点について述べていく。 
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【スライド４５】 

 
 弁護士の紛争解決力について、詳しめに述べていく。 
 紛争解決支援センターでは、和解あっせんの仲裁人を敢えて「弁護士」が行うことの意義がどこに

あるのかを研究した。ＡＤＲには強制力がなく、仲裁人弁護士の判断にもまた強制力がない。それで

も弁護士を仲裁人とするのは、弁護士が毎日苦闘している依頼者との信頼関係構築等の努力の中に、

ＡＤＲの質を高めるエッセンスがあるのではないか、ＡＤＲの仲裁人は、申立人及び相手方という２

人の依頼者を同時に持つのと同じなのではないか、と考えた。 
 弁護士は実務経験を積み重ねる中で、純粋な第三者（三人称）ではなく、かといって親子・夫婦の

間柄のような関係（二人称）でもない、２．５人称の視点を樹立していく。 
 ２．５人称の視点で依頼者の信頼と専門家の視点を併せ持ち、仲裁人を努めることは、紛争解決に

大いに貢献していると確信する。 
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【スライド４６】 

 
 仲裁の技法も重要である。スライドで示したような言い換えの技術は、弁護士が依頼者との信頼関

係を構築していく過程の中で自ずと利用されていると思われる。 
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【スライド４７】 

 
 仲裁人が言い換えて伝えた言葉は、相手方にも響くとともに、話した本人にも異なった視点を与え

て、響く言葉となる。 
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【スライド４８】 

 
 「私は妻にも子供にも無視され、白い目で見られ、自分の家にいながら、まるで他人扱いなんです。」

と当事者が言った場合、「そうなの」「それでどうしたの」などという対応をしたのでは、当事者は心

を閉ざしてしまう。「自宅に居場所がなかったんですね。夫なのに他人扱いなんて大変だったでしょ

う。」などと仲裁人が返答することで、仲裁人はよく話を聞いてくれたと夫は感じるものと思われる。

妻も夫の思いを第三者の表現で考えることができ、間接的ながら意思疎通がはかられる。 
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【スライド４９】 

 
 【スライド４８】で説明したことを多少理論的に述べるとこのようになる。 
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【スライド５０】 

 
 弁護士会ＡＤＲを牽引してきた先人の名言である。 
 特に要件事実論（立証責任論）が支配する民事訴訟は、誰が判断しても均一・等質な判断がなされ

るための技術である。裏を返せば、人を信用せず、頑強な制度を構築しているとみることもできる。

一方、ＡＤＲは人に対する信用がなければ始まらない。仲裁人が異なり、また当事者が異なれば、同

じような事実関係であっても解決結果が異なることがあり得る。そして、どのような解決にも優劣は

ない。仲裁人が当事者を信用してこそ手続きが進行し、仲裁人が信用されてこそ和解が成立する。 
 「ＡＤＲは面白い」というのも先人の名言であった。 
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【スライド５１】 

 
 震災ＡＤＲヒットの要因として、少額事件を解決に導いてきたことがあげられる。少額事件であっ

ても適正妥当な紛争解決が望まれるところ、費用対効果を考えた場合に少額事件を弁護士委任するこ

とは難しい。このような少額事件であっても、弁護士が仲裁人となって紛争解決を行うということは、

適正さの担保となったと思われる。解決金額３０万円以下の事件が５９％と過半数を超え、１００万

円以下の事件が８１％を占めた。 
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【スライド５２】 

 
 震災ＡＤＲヒットの要因として、相手方も被災者である事案がほとんどであって、和解解決に必須

の当事者の互譲の精神があったことがあげられる。 
 このことは第１回期日で和解成立した事案が多かったことにも通ずるものと考えられる。 
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【スライド５３】 

 
 
 
【スライド５４】 

 
 震災ＡＤＲの課題を検証していく。 
 沿岸部からの申立てが予想よりも少なかった。この点については理由・原因を分析していく必要が

ある。被害が甚大に過ぎて紛争の顕在化まで期間を要するのではないか、沿岸部の土地柄として表立

って騒ぎを起こしたくないという点があるのではないか、など仮説はあるが、よく分からないという

のが実情である。 
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【スライド５５】 

 
 震災ＡＤＲの事務局体制は大きな課題であった。 
 平成１８年４月のＡＤＲ立ち上げ以来、年間８１件〜１１８件の申立てを受け付けてきた。 
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【スライド５６】 

 
 ＡＤＲの事務局職員は１名であった。震災ＡＤＲ立ち上げにあたり事務局の増員はしなかった。そ

れが震災ＡＤＲ立ち上げ当初の「地獄」につながった。 
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【スライド５７】 

 
 平成２３年４月から６月までの３か月で震災ＡＤＲ１８３件、一般ＡＤＲも２２件、合計で２０５

件もの申立てを受け付けた。３か月で２年分の申立てを受け付けたこととなる。 
 事務局職員は、電話対応、申立受付処理、事件期日対応等に忙殺され、早朝から深夜までの残業を

強いる結果となってしまった。ＡＤＲ事務局職員を１名から順次増員し４名まで増やしたが、ＡＤＲ

経験のない職員ばかりであり、従前からのＡＤＲ事務局職員には加重な負担をかける結果となった。 
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【スライド５８】 

 
 平成２３年７月から９月にかけては、東京弁護士会から被災地支援として職員を１週間交替で２名

ずつ派遣していただいた。この職員派遣は多いに助かった。お金の支援も大事であるが、マンパワー

の支援のありがたみを痛感した。 
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【スライド５９】 

 
 仲裁人候補者は、当初７０名であったが、急遽５０名の仲裁人候補者を追加選任した。また、基本

的には仙台弁護士会館を期日開催場所としたが、申立件数が多く会館会議室が埋まってしまうという

ことも多くなった。迅速な解決のために仲裁人の法律事務所を期日開催場所としたり、仲裁人が現場

に出向いての期日開催も多くなった。法テラスの臨時出張所も震災ＡＤＲ開催場所にできる運用であ

ったが、実際の開催は３件に留まった。 
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【スライド６０】 

 
 財政問題は課題として大きい。赤字を覚悟して震災ＡＤＲをスタートさせたが、結果としても赤字

であった。事務局人件費や会場費などの間接経費を除く直接経費だけでも赤字額は、平成２３年度１

１０６万１９１８円、平成２４年度８０９万８２５９円、平成２５年度２３１万７８８３円と膨大な

金額になった。 
仙台弁護士会にいただいた義援金や日弁連からの補助金を赤字補填に充てたが、震災ＡＤＲ事業は

公益にかなうものであり、日本司法支援センター（法テラス）による運営経費の財政支援を可能とす

るような総合法律支援法の改正等が検討されなければならないと考える。 
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【スライド６１】 

 
 
 
【スライド６２】 

 
 被災地法曹の役割を見ていく。 
 弁護士会ＡＤＲが既に存在していることが、すなわち震災対策になる。ＡＤＲを実施していない弁

護士会が、震災発生を契機として震災ＡＤＲを即座に立ち上げることはほぼ不可能である。震災時の

法律相談と震災ＡＤＲは車の両輪という関係にあることから、平時にＡＤＲを運営しておくことが重

要である。 
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【スライド６３】 

 
 そして、ＡＤＲはただ存在しているだけでは効果半分であり、ＡＤＲのスピリットこそが大事であ

る。ＡＤＲは強制力を伴わない。それでもＡＤＲに紛争解決を求める当事者があれば、それを何とか

解決してあげようというスピリットこそが、ＡＤＲの運営を支えていく。「ＡＤＲは制度でなく運動

である」という精神の体現が必要である。 
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【スライド６４】 

 
 ＡＤＲは自由である。自由であるからこそ、想像＝創造から新たな方法が生まれる。ＡＤＲではリ

アリティを追及し、当事者と同じ風景を見るように努めることが必要となる。 
 被災地法曹としては、ＡＤＲのスピリットを存分に発揮することにより、当事者の納得のいく紛争

解決をはかることができる。 
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【スライド６５】 

 
 
 
【スライド６６】 

 
 震災ＡＤＲの経験を踏まえて、仙台弁護士会紛争解決支援センターでは「３.１１と弁護士 震災

ＡＤＲの９００日」（きんざい）を出版した。こちらも是非ご一読いただきたい。 
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- 1 -

宮城県司法書士会 草野司法書士

○ 宮城県司法書士会副課長の草野です。今，復旧・復興の遅れは登記の遅れが原因

ではないかと指摘されています。その点を踏まえて，これまでの被災地の司法書士

の活動と今後の課題をお話しします。

宮城県司法書士会総合相談センターは，平成２１年９月に大崎，平成２２年５月

石巻，同年９月仙南にそれぞれ事務所を設け，週１～２回の相談を受け付けてきま

した。震災後，日本書士会連合会震災復興事業として，気仙沼，南三陸，山元の３

か所を増設しました。今年４月２５日，女川に新規に事務所を増設しています。

相談件数の推移についてご説明します。震災前の２２年度は合計約３，３００以

上で全国でも多い方でした。平成２３年度は約１．５倍，４，８９０件。震災直後

に相談が増えています。平成２４年度は若干減っていますが，平成２２年度に比べ

れば増えています。平成２５年度は５，１８０件です。これは相続登記の相談が増

えています。書士への相談は相続がらみの相談が多い状況です。

， ， 。相談内容は 平成２３年３月から夏頃までは 法的な情報提供が主との印象です

相談の大半は権利証を流失した場合の説明であり，登記済証がなくとも登記はでき

るのですが，この点が分からず不安に思っている人が多かったのです。６月過ぎか

ら相談内容が変化しました。そのころより，津波被害に遭い行方不明になった人の

死亡届をするのに診断書を必要としなくなり，このころから相続登記が増えたこと

もあって，相続登記の相談が増えてきました。事例としてはほとんどありませんで

したが，同時死亡などは判断を誤ると相続の範囲が異なってしまうので，死亡の簡

易受理がなされるまで悩みがありました。手続的に助かったのは放棄の申述の熟慮

期間の延長であり，特段の申し出がなくとも延長され助かりました。

平成２３年秋頃からまた相談の内容が変化しました。移転促進事業に基づく土地

買い上げの相談が増え，買取りの前提としての相続登記，休眠担保権の抹消の相談

が多くなりました。難しいと思ったのは宅地のみの買取りであり，周辺地目は買取

り対象ではなく，虫くい的に買い取ることから，その後の一体利用に大きな問題を

生じないか思いました。また，休眠担保権の抹消は不動産登記法第７０条３項に基

づく所在の知れない場合には簡単にできる手続きがあるのですが，相続人一人でも

いれば制度は使えず，結局，訴訟ないし実印の印鑑証明・承諾書が必要となり取得

が困難です。所有権に関する問題なので安易にできることではないと思いますが，

多数決論理で買取りできるような制度改正を望みます。

登記相談，登記手続きの代理には，法テラスに援助の枠組ところで，このような

みがありません。法テラスの支援がなじむかは問題があるが，これが無いことが，

事業が進まない一原因でもある。

自死の問題対策もある。相続を扱う司法書士にとって，案件の２～３％は，自死

が絡んでおり，司法書士としては取組まなければならない問題と認識しています。

総合的支援が自死遺族支援にもつながる方策を検討することを強く希望します。
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総合法律相談センターは全部無料で相談を受けているとのことだが，全国の書士●

会からの特別会費の支給がなくなると，震災対応のための新しい事務所の維持費用

は赤字になる可能性があるのでしょうか。

○ そのとおりです。ただし，登記事務をやっていると地元自治体・住民との信頼関

係が生まれ，その土地に自分の事務所を開く者も出てくることが期待されます。連

合会の司法過疎の支援を利用してもらうなどして，相談センターだった事務所を個

人事務所として継続することが可能であればそれを支援したいと考えています。

震災特例法が失効しますが，宮城県司法書士会としては，その● 平成２７年３月に

延長の必要についてどのように考えていますか。また，今後起こるかもしれない災

害に備えて，何らかの法的支援に関する制度の是非についてはどのように考えてい

ますか。

。 ，○ 会としての方針が固まったとは承知していません したがって私見になりますが

震災特例法は延長されるべきと考えています。地域にもよりますが，司法書士が法

， ，テラスの出張所において担当している業務は 国民生活センターの専門家派遣事業

現在各自治体の専門家派遣事業であり，法テラスの直接の法律相談援助事業ではあ

りません。しかし，震災特例法が延長されず，結果，被災地出張所が閉鎖されるよ

うなことになれば，沿岸地域の被災者の相談拠点が失われてしまいます。特に，南

三陸などは，仙台からでも１日がかりでないと行けないようなところで，被災地出

張所があること自体が被災地の方々にとってよいことです。我々は出張所の一利用

者（場所を借りている）であるが，拠点はあった方がよいとの考えです。

また，今後起こるかもしれない災害に備えた法的支援に関する制度については，

登記相談における費用面での支援制度があればいいと考えます。司法書士も支援に

手を貸すことがしやすくなりますし，相談者も気軽に来やすいはずです。

被災者者の不安を解消するのは国を背景に持つ法テラスの力は絶大だと思いま

す。被災者の法的問題については，弁護士と他の士業が合わせることによりカバー

， 。できるので 大災害の前にあらかじめ制度が準備されていればよかったと思います



1

宮城県司法書士会における
震災後の活動と今後の課題

宮 城 県 司 法 書 士 会

副会長 草 野 哲 也

平成２６年５月７日
資料 ４

大崎

仙南

仙台

宮城県司法書士会 総合相談センター

日本司法書士会連合会
災害復興支援事務所と
して設置

気仙沼

南三陸

女 川

山 元

石巻

(H23.8～)

(H23.8～)

(H23.8～)

(H26.4～)



相談件数の推移

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

面接相談 980 2,296 1,526 1,926 

電話相談 2,343 2,598 2,903 3,254 

計 3,323 4,894 4,429 5,180 

震災後は電話相談を午後８時まで延長

相談内容の変化

平成２３年６月頃～

相続関係の相談が増加し始める

・相続登記（行方不明者・同時死亡・相続人の範囲）

・相続放棄の申述

（特例法による熟慮期間延長 ～平成２３年１１月３０日）

平成２３年秋頃～

防災集団移転促進事業による土地の買取

土地の買取の前提としての相続登記・休眠担保権抹消登記

平成２３年３月～夏頃

登記済証の流失に関する相談が大半



石巻市被災者生活再建相談会の受託

行政との連携

用地取得に関する勉強会
（山元町・石巻市・気仙沼市・東松島市・女川町・名取市）

相続人調査業務の受託
（宮城県仙台・気仙沼・東部土木事務所）

自死問題対策
（自死予防・自死遺族支援）

今後の課題

被災土地の買取の前提手続に
要する労力・費用と買取価格


	６－②�
	宮城県司法書士会における�震災後の活動と今後の課題�　
	スライド番号 2
	相談件数の推移
	相談内容の変化
	石巻市被災者生活再建相談会の受託
	自死問題対策�（自死予防・自死遺族支援）




